
承認第１１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和６年１１月２８日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

 

 

 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和６年１０月１日 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

記 

 

令和６年度木津川市一般会計補正予算第４号について 

 

 

 

 



 

令和６年度 

 

一般会計補正予算第４号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市 

 



－1－ 

令和６年度 木津川市一般会計補正予算第４号 

 

 

令和６年度木津川市の一般会計補正予算第４号は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８，５５５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４，２９３，１６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 令和６年１０月１日専決 

 

 木津川市長 谷口 雄一   

 

 



  歳入

16 府支出金

3 委託金

  歳出

2 総務費

4 選挙費

歳    入    合    計

款 項

第 １ 表   　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳    出    合    計

款 項
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              （単位：千円）

2,681,882 48,555 2,730,437

127,092 48,555 175,647

34,244,605 48,555 34,293,160

              （単位：千円）

2,814,027 48,555 2,862,582

47,090 48,555 95,645

34,244,605 48,555 34,293,160

計

計

補正額

補正額補正前の額

補正前の額
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令 和 ６ 年 度 
 

 

 

 

予 算 に 関 す る 説 明 書 
 

 

（ 一 般 会 計 ） 
 

 

 

 

 



１  総括

（歳入）

16

（歳出）

補正前の額 補正額

2 総務費 2,814,027 48,555 2,862,582

34,244,605 48,555 34,293,160

2,681,882

計

補正前の額

34,244,605

府支出金

歳出合計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

款

歳入合計

-  4  -

（単位：千円）

（単位：千円）

国府支出金 地 方 債 そ の 他

48,555 0 0 0

48,555 0 0 0

一般財源

2,730,437

48,555 34,293,160

48,555

補正額

補  正  額  の  財  源  内  訳

計

特  定  財  源
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２  歳入

16 款 府支出金　

 3 項 委託金

３  歳出

2 款 総務費　

　4 項 選挙費

国府支出金 地方債 その他

3 衆議院議員選挙費 48,555 48,555 48,555

（特定財源内訳）

衆議院議員総選挙事務費府委託金 48,555

48,555 95,645 48,555 0 0 0

目 補正前の額 補正額 計

　1 総務費委託金

計

124,216 48,555

計 47,090

0

172,771

127,092

特　定　財　源

48,555 175,647

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
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      （単位：千円）

      （単位：千円）

区分 金額

1 報酬 3,008 48,555

3 職員手当等 18,526

4 共済費 129

開票管理者報酬

7 報償費 23 開票立会人報酬

パートタイム職員報酬

8 旅費 44

10 需用費 3,889

11 役務費 5,855

12 委託料 9,454

13 使用料及び賃借 6,483

料

17 備品購入費 1,144

選挙用備品購入費

パートタイム職員通勤費用弁償

80

23

37

投票立会人報酬 698

11

社会保険料

ポスター掲示場設置謝礼

49

期日前投票立会人報酬

投票管理者報酬

職員手当

384期日前投票管理者報酬

125

728

節
区分 金額

説　　明

 4 選挙費委託金 48,555 衆議院議員総選挙事務費府委託金

652

410

18,526

7

535

52

2,105

1,197

〇衆議院議員選挙事業費

職員共済組合負担金

説　　　明
節

普通旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

産業廃棄物処分委託料

機器借上料

5,668

187

30

6,076

ポスター掲示場等委託料 2,900

選挙公報配布委託料 420

計数機点検委託料 1,332

選挙事務従事者派遣業務委託料 3,586

電算システム等委託料 627

ライセンス使用料 192

1,144

ＬＡＮ敷設業務委託料 559

会場使用料 110

施設使用料 105
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 令和６年度一般会計補正予算第４号附属資料  

 

 

 

 

総務部財政課  

 

 

 

 

 

 

 

１ 補正予算の規模  

  補正前 ３４２億４ ,４６０万５ ,０００円  

  補正額     ４ ,８５５万５ ,０００円（０ .１４％増）  

  補正後 ３４２億９ ,３１６万０ ,０００円  

 

２ 専決処分日 令和６年１０月１日  

 

３ 予算の内容  

【歳入】  

 ◎府支出金  

衆議院議員総選挙事務費府委託金  ４,８５５万５ ,０００円  

  

 

【歳出】  

 ◎総務費・選挙費  

衆議院議員選挙事業費  ４,８５５万５ ,０００円  

  

 

 

 

 

令和６年度木津川市一般会計補正予算第４号（専決処分） 

について（概要） 

 令和６年度補正予算第４号は、第５０回衆議院議員総選挙の事務執行経

費を緊急に予算措置する必要があったため、補正予算を編成し専決処分を

行ったものである。 

予算の概要  


